
県外学校生徒用 

 

 

１．制度の概要 

   すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽

減するため、高校生等がいる低所得世帯に対して、奨学のための給付金を支給します。 

   なお、本事業は、国の「高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への奨学のための

給付金）」事業に該当します。 

   

２．支給要件 

 令和８年７月１日（基準日）現在、次のすべての要件を満たすこと。 

 ○ 専攻科の生徒への修学支援（授業料支援）の対象となる私立の高等学校等専攻科（ただ

し、特別支援学校専攻科を除く）に在籍し、かつ休学していないこと。 

 ○ 市町村民税及び道府県民税所得割額（以下、住民税所得割額という）が 105,500 円未満

の世帯、又は住民税所得割額が 264,500 円未満で扶養する子どもが 3 人以上いる世帯。 

 ○ 生計維持者等が、茨城県内に在住していること。 

    茨城県内の高校に在学する生徒で、保護者が茨城県外に在住している場合は、 

    保護者が在住する都道府県に申請することとなります。 

    詳しくは、事務室にお問い合わせください。 

 ○ 平成２６年４月１日以降の入学者であること。 

３．支給額（１人あたり） 

   ①住民税所得割額 非課税の世帯                 ５２，１００円 

   ②住民税所得割額 105,500 円未満の世帯（①を除く）       １７，３７０円 

   ③住民税所得割額 264,500 円未満で扶養する子が３人以上いる世帯（①、②を除く） 

                                   １３，０３０円 

   ※ ②、③の支給対象者のうち、国籍が日本国以外で、所定の在留資格を満たさない場合、

支給額は年額１０，４２０円となります。 

   ※ また、令和８年４月１日以降に入学し、在留資格が「特定活動」、「留学」等の生徒は、

支給対象外となります。 

   ※ 詳細は、給付額等確認シート【専攻科版】（県内学校用）を御覧ください。 

   

 

 

 



４．申請方法 

   別添、「奨学のための給付金」対象者及び給付額等確認シートで、どのケースに該当するかを

確認のうえ、記載の提出書類を提出してください（郵送可）。 

   申請書等は、茨城県教育委員会のホームページからダウンロードしていただくか、以下の問

い合わせ先までお申し出ください。 

  ◆茨城県教育委員会 > 学校教育 > 私立学校 > 私立高等学校等の生徒に対する就学支援 

   > 専攻科の生徒への奨学のための給付金 

https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/gakko/private-schools/school-attendance-support/page-36631/ 

 

５．申請期限 

   令和８年８月 21日（金）（必着） 

 

６．支給時期 

   令和８年 11 月（予定） 

 


